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会  議  録 

会 議 名 第３２期小金井市公民館運営審議会第６回審議会 

事 務 局 公民館 

開 催 日 時 平成２６年３月２８日（金）午前１０時から１１時半 

開 催 場 所 公民館本館学習室Ａ・Ｂ 

出 席 委 員 
藤井委員長 佐々木副委員長 山田委員 小島委員 亘理委員 

宮澤委員 立川委員 今城委員 

欠 席 委 員 神島委員 清水委員 

事 務 局 員 
大関公民館長 山﨑庶務係長 和田事業係主任 大野主査 松本主

査 長堀主査 若藤主査 

傍 聴 の 可 否  可 傍聴者数 ２名 

傍聴不可・一部不可

の場合は、その理由 
 

会 議 次 第 

１ 報告事項 

⑴  貫井北センターについて 

⑵  三者合同会議小委員会について 

⑶ 「２０１４青少年のための科学の祭典について」 

⑷  公民館事業の報告について 

⑸  平成２６年度審議会日程について 

 

２ 審議事項 

⑴  三者合同会議の議題について 

⑵  公民館事業の計画について 

 

３ 配付資料 

⑴  公民館事業の報告 

⑵  公民館事業の計画 

⑶  月刊こうみんかん３月号・４月号 

⑷  都公連委員部会第１０回・第１１回運営委員会記録 

⑸  都公連委員部会第３回研修会記録 

⑹  青少年のための科学の祭典 １０年のあゆみ 

⑺ 小金井市の図書館 

⑻  第５回公民館運営審議会会議録 
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会  議  結  果 

藤井委員長  定刻になりましたので、審議会を始めたいと思います。それでは、ま

ず初めに館長のほうからお願いします。 

大関公民館長  おはようございます。本日、今年度の最後の審議会になります。よろ

しくお願いいたします。それでは、配付資料の確認と会議録のご承認を

お願いします。 

 まず、事前に配付させていただいた資料として、公民館事業の計画、

公民館事業の報告、月刊こうみんかん３月号、都公連委員部会第１１回

の運営委員会記録、都公連委員部会第３回研修会記録、青少年のための

科学の祭典の１０年のあゆみというＡ４のものです。最後に第５回公民

館運営審議会の会議録でございます。また、本日配付しております資料

は、都公連委員部会第１０回、これが抜けていたので、請求をして、今

回配付させていただきました。それと、月刊こうみんかんの４月号、最

後に小金井市の図書館の冊子でございます。配付資料は以上ですので、

ご確認をお願いいたします。 

 それから、次に、会議録のご承認をお願いしたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

大関公民館長  ありがとうございます。 

 では、お願いいたします。 

 

１ 報告事項 

⑴  貫井北センターについて 

藤井委員 長  資料その他、全員お手元には行っていますよね。 

 まず、報告事項、貫井北センターについて。これは館長ですか。 

大関公民館長  はい。それでは、貫井北センターについてご報告をさせていただきま

す。先日、皆様にご案内させていただきましたとおり、４月１日に開設

する予定でございまして、開設記念式典を１１時から正午の１時間程度

で行う予定でございます。ご都合がよろしい方は、ぜひご出席をお願い

したいと思います。 

 なお、もし出席が難しい方につきましては、一応１４日まで自由に見

学できる内覧期間を設けてございますので、その期間にぜひごらんにな

っていただきたいなと思ってございます。 

 それから２点目は、仕様書の件でございます。先日の会議でご指摘い

ただきましたとおり、最後のところ、資料は本日お配りしていないんで

すけれども、ご指摘いただいたとおりにさせていただいてございます。 

 それから、佐々木副委員長よりご指摘いただいた点で、公民館の職員

について、以前の仕様書については社会教育主事資格保持者または公民

館業務経験者、それと社会教育活動経験者の配置に努めることとしてい

たんですけれども、やはりこれは努めるということだと、広く捉えると

誰でもいいという話になってしまいますので、「配置とする」ということ

で限定をさせていただきました。そんなところでございます。 

藤井委員 長  これについて、ちょっと私の意見を聞いていただいていいですか。 

大関公民館長  はい。 

藤井委員 長  ２６日、内覧会、建設検討委員会の大学の先生２名と、あと五、六名

で参加しました。そのときの印象と気になる点、ちょっといいですか。 
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大関公民館長  はい。 

藤井委員 長  ２６日、建設検討委員会のメンバーがあそこで内覧を見せていただき

ました。建物は相当立派です。多分、残りの５館の方はある意味でうら

やましいんじゃないかと思うほど備品什器、その他全部そろっておりま

す。検討委員会委員としてやってよかったなというのが実感でした。 

 ただ、２点だけ気になる点がありました。まず、公民館部分のことな

んですけれども、事務所の机のレイアウト、あれで確定ですか。といい

ますのは、あそこはカウンターと並行して６つ並んでいるんですよね。

そうすると、３名の職員の方がカウンターに背を向けて仕事をするとい

う状況になるわけで、そもそもローカウンターにしたのは、来館者が気

軽に公民館スタッフに声をかけられるようにということで、ローカウン

ターにして間仕切り、いわゆるガラス戸なんかはなしにつくったわけで

す。そういうところまで決まっているんだったらもうちょっと気を使っ

てもらって、ここの事務室みたいにカウンターと机が直角になるという

のか、半身の形でもいいので、階段を上ってくる来館者に視線が伸びる

ようなことをちょっと工夫していただいたほうが、スペース的にあそこ

の机をカウンターと直角に並べるのが難しいのかもしれませんけれど

も、やっぱり６人のうち３人が来館者に背を向けているというのは、ち

ょっと僕は気がかりになったなと思う点がありました。 

 それともう一点、これは図書館のことなので僕のほうから言うのもな

んなんですが、貸出用のＣＤがありますね。あの中に最近すごく話題に

なった方のＣＤが１巻入っているんです。佐村河内という人のシンフォ

ニー何とかというのが、あれはあそこへ置いていいものかどうか。考え

方によっては、レア物のＣＤなので、データというか記録として置いて

あるのか、それともたまたま図書館の方々が、あまり言いたくないけれ

ども、全然意識しないであれを並べたのかちょっとわからないんですけ

ど、公立の図書館であれがあること、一般のＣＤショップも撤去したよ

うだし、発売元も出荷停止になっている状況の中で、あれがあるのはち

ょっと違和感を覚えたんですけれども。これはほんとに僕から言うのは

なんなんですけど、気づいたら撤去されているのかどうか知らないけれ

ども、この辺もちょっと僕は気になった点です。以上です。 

大関公民館長  それでは、よろしいでしょうか。 

 まず、１点目の事務所のレイアウトでございますけれども、確かにお

っしゃるとおり、３人背を向けるということで、パソコンが実は外に向

いているわけですね。個人情報とかも扱う関係上、やはりちょっとそれ

はまずいだろうというお話になっていまして、机の配置を今、検討させ

ていただいている状況です。ですので、背を向けない方向で考えたいな

と思っています。 

 それから、２点目の図書館のことでございますけれども、こちらは我々

がどうこうすることはできないので、一応お伝えはしておきます。以上

です。 

藤井委員 長  ありがとうございました。今、館長の当初の話のほうで、開館式典に

出席される方、内覧期間が十分にあるので、一度目を通すというか見て

もらえれば、青少年の居場所なり、それからフリースペース、ほんとう

に立派です。今後成功するかどうかは、使用する市民側の感覚なりセン

スが問われるかと思うんですけれども、立派なものができ上がってよか
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ったと思っています。 

 それでは、はい、どうぞ。 

山 田 委 員  大したことではない、具体的な質問なんですが、１４日まで内覧、見

学ができるということなんですけれども、休館日はあるんですか。例え

ば今の何とかセンターというのは、火曜日が休館日なんですけれども。 

大関公民館長  これまでの公民館と変わりません。第１、第３火曜日が休館日になり

ます。ですので、ちょうど１５日が第３火曜日に当たりますので、そこ

が休館日になりますので、１４日まで内覧期間ということで、１６日か

ら貸出開始という形で考えています。 

藤井委員 長  あと何か北センターについてご質問などがありましたらと思います

が、いかがですか。 

大関公民館長  なければいいですか。ちょっと最初に言い忘れました。実は今、傍聴

席に公民館の分館長と副分館長の内定者の方に一応雰囲気を味わってい

ただくために出席をいただいております。今後、来年度からは分館長に

はここにも出席していただきますので、あくまでも今日は傍聴者という

ことで出席いただいていますので、よろしくお願いいたします。 

藤井委員 長  今後ともよろしくお願いします。以上で、北センターについてはよろ

しいでしょうか。 

佐々木副委員長  すみません。先ほどのＣＤの件ですけれども、片づけるということで

はなくて、しっかり検討した上でやるという意味ですよね。検討した上

で、どういう趣旨で置いているのかということをはっきり知っているで

しょうねということですよね。ただ陳列しているんじゃなくて、そこの

ところは確認しておきたいのですが。 

大関公民館長  わかりました。 

宮 澤 委 員  できるものだったら排除してほしいですね。 

藤井委員 長  そういう意見もあると思います。もっと言えば、市民なり、多分来な

いとは思うんですが、新聞社の方々が来て、一体これは何よと言ったと

きに、図書館として正当な回答を出せるかということも１個あると思う

んですよ。市民の方がどう思うかと。これはこういう理由であるんです

よというものが納得できるような回答であればそれでいいんですけれど

も、その辺は今、佐々木先生がおっしゃったとおりの理由だと僕も思い

ます。 

大関公民館長  わかりました。 

 

⑵  三者合同会議小委員会について 

藤井委員 長  じゃあ、⑵の三者合同小委員について。これはどうしましょう。館長

のほうか僕かどちらがいいですか。 

大関公民館長  いえ。どうぞ。 

藤井委員 長  この前の公運審の会議で、三者合同会議のテーマを３つほどここで検

討しました。それで、先日２５日、三者で集まりました。出席者は社会

教育委員の中村議長、図書館の田中会長と中里さん、公民館は館長と山

﨑さんと私でした。これは次の審議事項のところでもダブるんですけれ

ども、これもまとめてここで報告したいと思います。 

 議論して、結果的にこのようになりました。まず、合同懇談会につい

ては、５月１６日の１４時から貫井北センターの学習室Ａ・Ｂで行いま

しょうと。内容的には、施設見学とＮＰＯ法人との意見交換会というこ
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とで、図書館なり社会教育の委員さん方から、彼らも実務を持っている

ので、実際に見に行けるかどうかという問題もあったので、これはいい

ですねとなりました。 

 それで、大体この前、私が皆様方に申し上げたとおりの内容で進めて

いきたいと思っております。だから、見学して、あとは多分、ここに今

日見えている２名の方々との意見交換会と、そんなかたい意見交換じゃ

なくして、こうしてください、ああしてくださいじゃなくして、実情オ

ープンして１カ月半ぐらいなので、いろいろなご意見を持った方が見え 

       るので、そういう方々の現状を、話をしてもらって、大体３時４５分か 

３０分前後で終了にしたいと思っております。 

   それで、今度は１１月の三者合同会議、ここではこの前、亘理さんに 

言ってもらった若者を知ろうと、これに皆さん、関心がありまして、こ 

の講演と、あとフリートーキングにしてこういうものを開催してもらい 

たいというか、かなり興味が出まして、じゃあ、これにしようよという 

ことになりました。あれはタイミング的にはよかったんじゃないかと思 

います。ただ、山田委員と話をした提言書の問題は皆さん方あまり乗り 

気ではない雰囲気はあったんですよ。 

今後どうするかまた考えていく問題かと思うんですけれども、あとは 

テーマを誰にスピーチしていただくかということで、今後、１１月の 

ちょっと前には決めておかないと。 

   それから、佐々木先生には前回のニュアンスをわかっていただけると 

思ったんですけれども、スマホに熱中する中高生だとか、大学卒業して 

も仕事のない子だとか、こういう若い方々と我々の年代がどう向き合っ 

たらいいのかとか、つき合うというか、どういうふうに、どうこうして 

あげられるわけではないんだけれども、そういう問題をどなたか先生に 

小１時間お話し願えないかと。１１月１４日午後、会場は市役所なんで 

すけれども、これは館長、決まったら、ここから正式に先生にそういう 

何か依願書というか文書を出すんですか。 

大関公民館長  そうですね。 

山﨑庶務係長  社会教育委員の会議委員の倉持先生にご講演いただいた際には、多分

審議会のひとつとして、ご参加いただき、講演の謝礼を伴わなかったと

聞いています。文書については、講師の方に確認しなければわかりませ

んが。 

藤井委員 長  だから、具体的には、先生も社会教育委員の会のメンバーですよね。 

大関公民館長  はい。 

藤井委員 長  だから、その半分ぐらい、三者の中でも顔なじみというのか、１回か

２回はやっているので、内々的には倉持先生がという意見はあったんで

すけど。 

佐々木副委員長  倉持さんはスマホの話ができるかというと、社会教育のプロではある

んですけど、見識も非常に深くていらっしゃるんですけれども、そのテ

ーマで話題提供できるかというと、ちょっと難しいかもしれないですね。 

藤井委員 長  先生は。 

佐々木副委員長  私は行政とか法律の話で情報提供はできますけれども、どなたか来て

いただいて話をしていただくとか、その場合の講師の謝金とかは。 

山﨑庶務係長  残念ながらございません。多分学識経験者の倉持先生のお話で社会教

育についての基礎的な部分を皆さんで共有しようという学習会でしたの
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で、ご好意でお願いできたようです。 

佐々木副委員長  そうですか。 

小 島 委 員  ちょっと情報よろしいですか。私、今、子どもの人権講座の準備会に 

かかわっている途中なんですけれども、ＳＮＳと子供たちについては強

いテーマとして挙がりまして、６月１日号の市報で案内があると思うん

ですけど、子どもの人権講座の中でやる予定になっています。今のとこ

ろ予定は、名字だけ覚えているんですけど、遠藤先生という方にこれか

ら交渉するという、公民館とか学校で講演をかなりなさっている先生で、

子どもの人権講座はそれだけじゃないので、子供のことを知りたい方は

ぜひ６月１日号の市報でごらんになって、時間があればご参加いただけ

れば。 

宮 澤 委 員  日程は決まっているんでしょうか。 

小 島 委 員  日程はまだ決まっていません。 

佐々木副委員長  テーマの持っていき方もありますけれども、もちろん先生方が学校か

ら来ていただいているので、学校の立場から子供たちの実態について講

義していただくとか、私のほうで私の知っている話をするとかというこ

とはできるかと思いますけれども。 

藤井 委員長  先生は子供のスマホに対して、現状どういうふうに思っておられるん

ですか。学校の中ではどうですか。 

今 城 委 員  そうですね。私は小学校なので、小学校の場合にはほとんどまだ問題

的な話題というのは出てこないですけど、中学校はかなり今、話題にな

っておりまして、東京都教育委員会あたりでも、今言ったネット犯罪の

抑止等についていろんな文書を出したり教員の研修会を設けたりという

ことで、そういった問題行動をいかに未然に防いでいくかというさまざ

まな取り組みを始めてはいます。ですけど、まだ私なんかがいる小学校

では、うちはセーフティー教室というのを伝統的に小学校、中学校でい

ろいろな内容で取り扱って、特に小学校の場合には、不審者、不審電話、

これにどう子供たちがみずから身を守るか、そういった教室を警察の方

に来ていただいてやるんですけど、高学年は今、大分携帯電話を使った

サイトの害についての講習会を開いていて、前日、校長会でもジェイコ

ムさんに来ていただいて、ジェイコムのほうもネットに関するさまざま

な情報提供、犯罪から身を守るという出前講座をやっているということ

で、できるだけ多くの学校がやろうということですけど、本校なんかで

は今、ＮＴＴさんですとか、あとは通信会社も結構そういう講座を開い

てくれているので、そちらから講師をお呼びして、子供たち、そして保

護者に、小学生の場合にはこれからですよね。そういうのに気をつけて

いこうという取り組みをしているところであります。 

藤井委員 長  そういう意味では、小学生でも興味津々の問題なんでしょう？ 

今 城 委 員  そうですね。主に女の子のほうがそういった精神的な発達は早いです

ので、特に女の子の話題の中に、大体６年生ぐらいになると結構話題が

出てきていますし、持ち始めているお子さんもだんだん増えているとい

うのが現状です。 

佐々木副委員長  うちは小学校４年生の子供がいるんですけど、スマホじゃなくてゲー

ム、ゲームなしでは友達関係がつくれないと。やってほしくはないんだ

けれども、与えないとひとりぼっちになっちゃうとか。それで、ほんと

うは学校で制限してくれればいいんだがななんて思っているんですけれ
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ども、学校のほうも学校のほうで一律に制限するのはどうもあれなので、

家庭のほうで指導してほしいとか、お互いボールを投げ合っているよう

なところもあるので、そういう意味では、社会教育の場でそういった家

庭と学校の連携の中でどういう取り組みをしていくかということを考え

ることが必要かなと。スマホに限らずゲームとか、そういったことは親

の立場からするとすごく切実だなという感じがしているんですけれど

も。 

今 城 委 員  確かにテレビゲームというんですか、あれはやはり小学生もかなり持

っていまして、持っていない子がいるのかなというぐらいみんな持って

いますね。それの人間関係のトラブルが非常に大きいのと、あとはテレ

ビゲームだけじゃなくてカードゲームというんでしょうか、今、イトー

ヨーカドーのゲームセンターあたりに小学生、中学生がかなり入ってい

るようで、時々連絡をいただくんですが、カードをもとにしたトラブル

というんですか、それが非常に増えているのが現状ですね。 

藤井委員 長  やっぱり前回の会議で亘理さんから提言されたスマホの問題が、僕ら

の年代の受け取りと子供の受け取り、また子供の両親の受け取り方、そ

れぞれの視点が違うので、３つがあって、それが大きな影響力を持って

いるので、こういうことを三者が理解していくということは、方向的に

は間違っていないし、ただ、そういうことをしゃべってもらえる先生に

ついては、今の問題だけに相当難しいことは難しいんですよね、やっぱ

り。 

佐々木副委員長  でも、社会教育委員さんも図書館のほうも公民館のほうも、そこで何

とかしなきゃならないという責任を共有しているというか、そういう意

味では一致していると思いますし、講師も例えば、それぞれの立場でい

るのではないかなとは思うんですけど、私も何かしら準備をしてという

ことであれば準備して臨みたいと思いますし、学校の先生もいらっしゃ

いますし、そういう意味ではやれるのではないかなという気がします。 

藤井委員 長  そうしたら、もうちょっと時間がありますので、事務局のマターとし

てもうちょっと館長なり山﨑さんと、難しいけども一緒に考えるという

方向にしましょうか。じゃあ、この問題はこれで終わりたいと思います。 

亘 理 委 員  じゃあ、ちょっと失礼します。５月１６日の施設見学とＮＰＯ法人と 

の交換会というのはちょうど５月ですし、とてもいいと思います。とい

いますのは、私はあまりしゃべってはいけない立場なんですが、ＮＰＯ

法人でも７月までは私は幹事ですけど、理事の中で小委員会を設けて、

その方々が企画実行委員の方のような仕事をして、今、とにかくこの４

月から講座を幾つか立ち上げているわけなんですが、置かれている立場

がおわかりになっていないなということをすごく感じるんです。ですか

ら、今日私がここに来て一番お伺いしたかったのは、分館長さんがこの

会に出てきていただけるのか、そこを一番知りたくて今日来たんですけ

れども、４月からの北センからの計画や報告が同じように上がってくる

のか、分館長さんが出られるのか、そうなればＮＰＯ法人の理事の立場

というのは非常に違ってくるもので、この間の３月２４日に北センで会

議があったんですけれども、出席してらっしゃる方もいらっしゃるんで

すが、じゃあ、我々理事は何をするのかというお話がすごく、しゃべっ

てもいいですか、出ております。そして、その答えというのは、６,００

０万円ぐらいのお金をいただいて経営していくんだという理事長さんの
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お話でしたけれども、ＮＰＯ法人自身も今、どうあるべきかを探ってい

るので、こういうところで公運審との会話というのは非常に大事だと思

って、いいときだなと思いました。 

 それから、若者のことは、こうしてこの間お話ししましたよね。青少

協でまず、持っている紙を持ってきましたが、インターネットのわなか

ら子供を守るためとか、その次は、子育てを楽しもうとか、かけがえの

ない自分、自尊感情を育てようとか、こういうのをつくってきまして、

今回は何をしよう、今年度は何をしていこうかというときに、やはり一

番出たのがスマホのＬＩＮＥのことで、それをやりたかったんですけれ

ども、これもそうなんですけれども、２年後、でき上がったときはもう

違った時代が来ているかもしれないということですね。ですから、ちょ

っとそこを置いて、家庭力を高めようと。それも含めてそういう冊子を

今度つくる予定なんですが、今、小金井市の子ども家庭部子育て支援課

が１２月２４日までにご投函くださいというアンケートをやっておりま

して、６,０００人を抽出しております。この中でほんとにいろいろ、子

供と一緒にご飯を食べていますかとか、青少年やそれから小さい子供さ

ん、就学前児童用とか、青少年用とか、その保護者向けに大きなアンケ

ートをしておりまして、これがもうすぐでき上がるということなので、

これもとても参考になると思っております。私は北センターを見させて

いただいたときに、ほんとに立派で若者の座っていそうな椅子がいっぱ

いあるので、その中で各自が全員スマホをいじっている姿を思い浮かべ

た。図書館にもたくさん椅子がありますので、そういう姿を思い浮かべ

てしまったほど私のところは小さいところですが、今年、中３が１０人

卒業したんですけれども、その全員がスマホを買ってもらいました。去

年までは携帯だったので、今年は全員スマホなのと言ったんですけど、

やっぱりちょっと危惧するものがあります。だから、両方ともとてもい

い話題性になっていると思います。 

藤井委員 長  そのような期待に応じて、事務局、ある意味頑張らないとと思います。 

大関公民館長  前段のご質問にお答えしますと、先ほどもお答えしましたように、一

応あれは市の施設でもございますので、同様に分館長に出ていただいて、

計画だとか報告をしていただいて、皆様で情報共有しようとは考えてお

ります。 

 それから、ご存じかもしれませんけれども、企画実行委員がいないわ

けですね。７月に改選する予定ですので、それまでは、理事の方にご協

力いただいて、講座の企画だとか運営をしていただいております。当然、

４月１日からは正式に職員が配置されるわけですけれども、とりあえず

７月までの間は職員さんと理事の方で考えられる講座、企画、運営をし

ていただいて、その後、７月以降については今度、企画実行委員が配置

されますので、それ以降につきましては、公民館の職員と企画実行委員

の方で企画、運営をしていただくという予定でございますので、その旨

お伝えしておきます。以上です。 

藤井委員 長  そうすると、今の質問いいですか。７月までは現在のＮＰＯの方々が

企画実行委員をやるというなんでしょうけれども、３カ月ぐらいである

程度講座なんかの形ができ上がりますよね。それを７月からの各実行委

員が実際、運営するという形なんですか。 

大関公民館長  そうですね。企画実行委員で役員をしてくれというお話では全然言っ
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ていないんですね。ただ、理事の方が心配なさって、４月から講座をど

うにかしてやろうよということで、理事の方たちの有志が集まって、７

月までの間はそれに取り組みましょうという話で今、動いていただいて

います。実際、７月に企画実行委員が配置されますけれども、すぐ７月

に配置されたから講座ができるということではないと思うんです。だか

ら、ある程度、今いらっしゃる理事の方、４月１日から職員が配属され

るわけですから、その方たちである程度、方向性は決めていっていただ

いて、７月から今度は、理事から企画実行委員の方に移って、それを踏

襲しながら、さらにまた新たな講座も一緒に企画していくという形にな

るのかなと私は思っています。 

藤井委員 長  難しいですよね。小金井市の企画実行委員と似て非なるものでしょう、

ある意味では。 

大関公民館長  はい。 

藤井委員 長  ＮＰＯの理事さんが講座を企画、実行するのは、純粋に小金井市の企

画実行委員制度じゃないですよね、それは。 

大関公民館長  そうですね。 

藤井委員 長  その辺が何となくひっかかるような、皆さん、どうですか、その辺は

ざっくばらんに言って。 

大関公民館長  私個人的な意見として、新たに立ち上げるわけですから、ちょっとこ

こは会議録から抜かすかもしれませんけれども、私はその３カ月期間は、

助走期間でもいいのかなと思っていたわけです。その旨もお伝えをさせ

ていただきました。徐々にやっていってもらって、本格的にやるのは再

来年度からでという形でも、私個人的な意見としてはそれでもいいのか

なと思っていました。失敗は許されないと思っていますので、時間をか

けてゆっくりやっていってもらってもいいのかなと思ってはいたんです

が、ご心配なさっていた方の中に理事も結構いらっしゃって、理事の方

はご存じのように企画実行委員の方も結構いらっしゃるんですね。これ

まで企画実行委員をやってきているわけですから、そこら辺のノウハウ

というのがあって、じゃあ、我々で何とかしようよというお話をしてい

ただいていて、そういうことであれば、うちは別に考えてくれるんだっ

たらそれはそれでいいのかなということで、ただ、決して私どもは企画

実行委員のかわりが理事なんですよということとは思っていません。 

藤井委員 長  その辺に誤解を生む可能性はたくさんありますよね。 

大関公民館長  そうですね。 

藤井委員 長  だから、彼らがつくった講座をほかの分館と同じだと理解されないよ

うにやっておかないと、あくまでも北センターのはほかの分館から見た

ら何かが自主講座的な発想だとやっておかないと、だって理事さん方は、

５館の企画実行委員さんみたいに任命書も無いし、やっぱり少なくとも

小金井市の公民館の講座は彼らがちゃんと正式に企画実行委員ですよと

いう書類をもらって仕事をやっているんだから、それとは明確に分けな

いと、幾ら前、企画実行委員をやっていたからやるよというのとは、僕

は中身が違うと思うんです。 

大関公民館長  おっしゃるとおり、そうだと思います。ただ、善意で捉えて、そこは

ちょっと理解させていただいて、正式に今いる理事さんの方も、７月に

企画実行委員さんが配置されれば、我々は手を引くというお話をいただ

いているので、あとは公民館の職員と企画実行委員とでやっていくとい
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うお話をいただいています。 

藤井委員 長  だけど、全否定はできないでしょう。今まで来たやつをじゃあ、ほっ

たらかすというか、やめちゃって、新しい企画実行委員だけで講座をつ

くりましょうよというのには、新しいセンターになる企画実行委員さん

は僕は気持ち的には持っていると思うんですよ。やばい言い方だけれど

も、手あかのついたものをするのは嫌だという人も中にはいると思うん

ですね、その辺は。そういう気持ちを僕は、新しい公民館の企画実行委

員に期待したほうがよりよい講座というか、本来の小金井市の企画実行

委員制度が生きてくる気がするけど、難しいな、この辺は。そういうも

のができ上がったら、市の広報なんかでも発表します？ 

大関公民館長  もちろん市の施設の講座ですから、当然、そういったものは募集なん

かもいたしますし。 

藤井委員 長  やるでしょう。 

大関公民館長  はい。 

藤井委員 長  そこまで来ているんだったらあれだけど。 

山 田 委 員  でも、３カ月間暫定だから仕方ない。 

藤井委員 長  暫定講座という位置づけ。 

山 田 委 員  暫定講座とは言わないけど。 

藤井委員 長  我々の中ではね。だって、一般市民の方にはそこはわからないわけで

すから。わかりました。じゃあ、皆さん、そういうご理解でよろしいで

すか。 

 

⑶  「２０１４青少年のための科学の祭典について」 

藤井委員 長  その次の科学の祭典、これも山田さんから。 

山 田 委 員  じゃあ、日程だけ。今年は科学の祭典の日程が８月３１日で、通常は

９月になってからなんですけれども、会場の学芸大の工事の都合という

ことなんですけれども。 

佐々木副委員長  トイレの工事で、うるさくて多分、使えなくなるんだと思うんです。 

山 田 委 員  その都合でちょっと早くなって、８月３１日に開催するということで

す。それで、参加するかどうかの申し込みは５月９日まで。それから、

内容の調査書の提出は６月２０日までということになっています。ちな

みに、日程とは関係ないんですけれども、来場者なんですけれども、２

０１１年、この年に初めて三者で参加したんだと思うんですけれども、

このときは７,３３０名、それから２０１２年は８,０９５名、２０１３

年は８,３４０名ということで、少しずつ増えてはいますということで

す。だから、また三者で出るかどうかという意思の確認を。 

藤井委員 長  三者では全部出ますという確認はとれました。 

山 田 委 員  以上です。 

藤井委員 長  これにつきましても、例年よりも１週間から１０日、ちょっと前倒し

になるんですけれども、中身の詳しい検討はまた別にするとして、大ま

かな路線は今までの路線で皆さん、どうですか。遊びというか、ああい

う形で今年度も考えていってもいいですよね。具体的にはまた、第何回

目かの審議会で、ああいうのにしよう、こういうのにしようという議論

をやりたいと思います。これについてはよろしいでしょうか。 

山 田 委 員  中身の提出が６月２０日なので、それまでに。あと２カ月ぐらいです。 

藤井委員 長  ２カ月ね。そういう形で今後も進んでいきましょう。 
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 ⑷ 公民館事業の報告について 

藤井委員 長  それでは、公民館事業の報告、これは資料がありますね。 

大関公民館長  事前にお配りしておりますので、何かご意見等ございましたら出して

いただければと思います。 

宮 澤 委 員  宮澤です。報告書を伺って、最後の貫井南分館のスプリングコンサー

トを拝見して、すごく好評だったというのが内容で伺われました。まし

てや、市内各地からお見えになっていて、年齢も小学生から広範囲でや

られていたということがすごく反響を呼んだのだと思います。エバリー

さんですか、今度開館の貫井北分館で演奏されますので、私もまた伺い

たいと思っております。すごくよかったと思って伺いました。以上です。 

松 本 主 査  貫井南分館の松本です。今、好評であった、とてもよかったというご 

意見をいただきましてありがとうございます。このスプリングコンサー 

トにつきましては、今週ジェイコムのジモトピという番組の中で、約２ 

分間ぐらいの放映をしております。今週中でございますので、大体６時 

からの放映なんですが、ちょっとごめんなさい、手元に具体的な時間が 

ないので申しわけないんですが、今週中の放映ということになっており 

ますので、注目して見ていただければと思っております。以上でござい 

ます。 

藤井委員 長  公民館の催しに、ジェイコムなんかが取材に来るのは何回かあったん

ですか。 

大関公民館長  これまであまり記憶ないけど。あったというふうには聞いています。 

藤井委員 長  そうですか。 

大関公民館長  それから、開設記念式典と開館記念イベント、先ほどお話のあった、

エバリーのコンサートのときも、ジェイコムが取材をさせてもらいたい

ということで来ておりますので、おそらくまた、１日以降のテレビ放映

があるんではないかと思っております。 

亘 理 委 員  この間会議があったんですが、そのときに他市の方から、いよいよ団 

塊の世代が地域に戻ってきている、小金井には何か受け皿があるんです 

        かというような質問がありまして、そういう視線で、この報告やら、あ 

るいは計画を見ますと、もう農業あり、歴史あり、歌あり、ウオーキン 

グあり、ダンスあり、ほんとにより取り見取りで、しかも、ほとんどた 

だに近いお金で、こうして参加さえすれば生きがいが見つかるというよ 

うに感じまして、改めて小金井の公民館はすごいなと感じました。 

そう発言してまいりました。安心していてください。 

藤井委員長  ありがとうございます。 

亘 理 委 員  自慢してまいりました。 

藤井委員 長  ありがとうございます。まさしくそのとおりですよね。 

亘 理 委 員  はい。 

山 田 委 員  ちょっと、私、今まで気がつかなかったんですけれども、平均年齢と

いうのが報告書に出ていて、これを見るとやっぱり、高齢者というか、

年齢の高い方が多いなと感じるんですけれども、今、おっしゃった団塊

の世代ということでは、年齢を見ると、バードウォッチングとか、そこ

ら辺が入っているのかなというのがわかりますし、年齢が出ているとい

ろいろ、こういう催しだと、こういう年齢かなというのがよくわかりま

す。 
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 それからあと、貫井南分館のコンサートになると、老若男女というか、

幅広い年齢で出ているなということもよくわかります。 

 それと、あともう１つはちょっと質問ですけれども、結構野菜づくり

というのは人気があるみたいなんですけれども、緑分館と貫井南分館で

やっているみたいですけれども、収穫物はみんなで食べるとか、個人持

ち帰りとか、どうしてるのかなと。参加費とか払っていますけれども、

元はとれるのかなと。 

藤井委員 長  どうですか。 

 どうぞ。 

宮 澤 委 員  緑と本町もやっています。 

山 田 委 員  成果物をどうしているかというのをお聞きしたい。 

若 藤 主 査  緑分館です。共働夢農園という農園を東町に借りています。収穫した 

野菜は、最後は皆さんで分配します。また、年に２回、夏と秋に収穫祭

というのを設けまして、緑分館の家事実習室を使い、その日収穫した野

菜を、皆さんレシピを考えまして、料理をして食すということを行って

います。以上です。 

大関公民館長  それ以外の収穫物は皆さん持って帰る？ 

若 藤 主 査  そうです。 

大関公民館長  持って帰っていると思います。 

山 田 委 員   わかりました。 

宮 澤 委 員   いいですね。 

大関公民館長  あと、南と本町もやってございますけれども、同じような形でやって、

かなり収穫物がありますので、皆さんで分けてお持ち帰りいただいてい 

ます。材料費を年間で６,０００円ぐらいお支払いいただいているんです

けれども、多分それ以上のものはお持ち帰りいただいていると思ってい

ます。 

山 田 委 員   わかりました。 

宮 澤 委 員   緑センターのお祭りのときの野菜コーナーの即売会、すごい人気で、

私も買いに行くんですが、早く行かないと売り切れてしまうんですね。

新鮮な野菜ですので。それも楽しみの１つです。 

藤井委員長  市民農園がだんだん減ってきたでしょう。そういう影響で、各分館の

野菜づくり講座というのはすごく人気があるんですよ。それと、市内で

体験農園を、東町や関野町でやっているんですけれども、会費が年間、

これよりもゼロ１個多いんですよね。だから、年間５万円前後出すと、

家計費の野菜が占める割合でいったら今の山田さんのように、手にでき

ないような気もするので、やっぱりある程度余裕のある方じゃないと年

間５万も６万も出せないんで、公民館のこういう野菜講座、これからも

人気が続くと思うんですよ。特に南分館の、学芸大学でやっているやつ

はかなり、座学のほうも結構な内容だと聞いているんで。 

 報告事項、その他何かありませんか。 

 じゃ、ないようでしたら、報告事項のその他、もしありましたら、ど

うですか、館長のほうで。ないですか。 

大関公民館長  特にありません。 

亘 理 委 員  都公連委員会の運営委員会です。今回は、１０回目と１１回目の記録 

が出ておりまして、そこでほんとにわかりやすく書いてあるので、お読

みいただければいいんですけれども、平成２７年の関ブロ大会の大枠
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で、１１月の第２週か第３週の金曜日とし、会場は小平駅近くのルネ小

平となっています。 

 それで、１０回目の報告に間違いがあります。情報交換のところの６

行目、平成２６年度の関ブロ大会は埼玉県の越谷市ではなくて、熊谷と

行田の両市で行われます。それと、それのあおりを受けまして、次の、

私たち、この間国分寺で参加いたしました２６年度の都公民館研究大会

は中止となります。それから、新年度は４月からは西東京市ではなくて、

福生市に移りますので、これからの研修会も福生市で行われることにな

ります。以上です。 

藤井委員 長  また講演会、勉強会その他のスケジュールが来ましたら、よろしくお

願いいたします。 

 

 ⑸ 平成２６年度審議会日程について 

藤井委員 長  それに関して、事務局、何かありませんか。スケジュールの件では。 

山﨑庶務係長  申し訳ございません。実は今日お配りする予定で日程案をおつくりし

たんですけれども、貫井北の準備でほとんど自席にいないかったりして

いたものですから、佐々木副委員長のメールを確認するのが今朝になっ

てしまいました。来年度、木曜日の午前中のご提案が出ておりまして、

今、お部屋の予約が全部確認しきれておりません。例年の金曜日の想定

でつくってしまったものですから。一応来月４月２４日(木)は市役所第

二庁舎８０２会議室がとれましたので、ご連絡します。ほかの日程につ

きましては、改めてつくりましたものをお配りします。基本、第４木曜

日の午前中のスケジュールで、皆さんご了解いただけますでしょうか。 

藤井委員長  とりあえず第７回は４月２４日、８０２会議室ですね。 

山﨑庶務係長  ４月は２４日で８０２ですね。ちょっと手狭になってしまうのですが。 

藤井委員 長  午後？ 午前？ 

山﨑庶務係長  午前です。１０時から１１時半の予定になります。 

藤井委員 長  じゃ、詳しいことは後日連絡あるということで。 

山﨑庶務係長  お送りしますので。 

藤井委員長  一応第７回だけ、２４日午前１０時８０２会議室にしておいてくださ

い。 

山﨑庶務係長  基本、定例会は第４木曜日の午前中ということに来年度はしていただ

きたいのですが、皆さんのご都合はよろしいでしょうか。 

藤井委員長  皆さん方から何か報告ございましたら、若干時間ありますので、どう

ですか。ないですか。 

亘 理 委 員  それでは、すみません。第３回の研修会はたくさん出席していただき 

ましてありがとうございました。そこに記録もありますし、報告もあり

ますが、アンケートは３３名からいただきましたけれども、やはりまだ

定まっていない教育制度改革に対するお話でしたので、もう一度聞きた

いとか、まだ早いんじゃないかとか、あるいは教育委員会の改編をなぜ

公民館でやるのかとか、そういう意見も結構ありましたけれども、公運

審の研修会として、よいテーマだったと、ここに書いてありますが、そ

ういうことでいいのかなと思っております。何か感想でもありましたら

いただければ、報告しておきます。 

藤井委員長  僕も出たんですけれども、今までの公民館関係の中での講演会という

か、勉強会で一番難しかったです。難しいというのは、公民館活動、日



 14  

 

常の中で教育委員会制度が変わって、じゃあ、どうなるのというのが、

やっぱり僕らは関心ですよね。このあたりは、教育委員会の中に入って

いる組織の方々の中で結構温度差があるので、どうしてか知らないけど

も、公民館は一番低いと、こんな温度差かなと私は感じたんですけれど

も、皆さん参加されてどうですか。 

佐々木副委員長  教育委員会制度は私の専門分野なのでちょっとお話しさせていただい

て。与党内の協議で、自民党と公明党の協議で、基本的には教育委員会

制度は維持されるというふうなことで、ただ、総合教育会議でしたっけ、

首長と教育委員が一緒になって教育の基本方針なんかを審議する、あと、

教育長を首長の直接任命制にするということになったようですので、

我々は公民館にいたり、図書館にいたりすると、何となく自分たちで議

論して、そのまま運営されていくことになるわけですけれども、これ以

上行くと、多分首長が選挙の公約に、教育をこういうふうにしますとか、

公民館をこういうにしますというふうな形で、おそらく選挙で戦うとい

うことも今後出てくるのではないかなと。そうすると、住民とか現場の

意見で運営されていた今までの流れとはまた別の、首長の責任をもって

業務を遂行するというふうな流れも出てくると思います。 

 議会で、今までは基本的には教育委員長なり、教育長なりが答弁する

わけですけれども、首長が議会で答弁を求められるというふうなことに

なってくると、首長もそれなりの判断を公の場で示すということになり

ますから、そうすると、おそらく教育長はその方針に沿って行わざるを

得なくなるような、実態としてそういうことにもなってくると思うので、

すぐには出てこないと思いますけれども、流れとしてはかなり大きく変

わってくるのではないかと思っています。 

 今まで教育委員会が必ずしも住民の意向とか、いろんな問題に対して

効果的に対応できないといった指摘を受けたので、首長が責任を持って

関与していくというふうな制度をつくることが求められたわけなんです

けれども、それがいいのかどうか、特に人格の形成とか、価値観づくり、

そういったものにかかわる領域に政治が関与するという問題です。特に

学校教育なんかでは、ある意味政治的なことで学校教育のあり方が決ま

ってしまうと、短期的に学校教育の内容が変えられたり、それから、義

務教育に対する信頼が失われたり、ある意味義務教育が競争の場になっ

てしまったりというふうな、極端な場合ですね。そういうことも考えら

れるので、やっぱり我々が想像力を働かせて、こうなったらどういうふ

うな世の中になっていくのかということを考えて、制度をつくっていか

ないとだめなのではないかと。 

 今のところはまだ、思ったほど、教育委員会を廃止するということに

はいかなかったんだけれども、首長の影響力は強まるという形の流れに

なっていくということです。 

藤井委員長  はい。 

亘 理 委 員  私も教育委員を８年しておりまして、形骸化しているなんて言われる 

と、あの忙しい８年間は何だったんだろうと忸怩たるものはありますけ

れども、ですから、今回の改正に関しましては、最初はちょっと拒否感

が強かったんですけれども、こうして勉強し出しますと、あまり否定も

せず、拒否感が薄らいでいくといいますか、新しい制度を見守っていっ

てもいいかなという気になってきましたので、やっぱり勉強していくと
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いうことは大事なことだなと、自分では今思っております。 

藤井委員長  わかりました。あと、この問題に関してございませんか。 

 

２ 審議事項 

 ⑴ 三者合同会議の議題について 

藤井委員 長  そうしますと、審議事項なんですけれども、合同会議の議題、先ほど

報告のところでやったんですけれども、これについてもう一度確認した

いだとか、この辺はどうしようかとかいう問題がありましたらどうぞ、

ご意見をお聞かせください。ないですか。 

 

 ⑵ 公民館事業の計画について 

藤井委員長  そうすると、審議事項のその他というのは何か、    。 

 山田さん、どうぞ。 

山 田 委 員   この公民館事業の計画の中の。 

大関公民館長  あ、抜けていました。 

藤井委員長  あ、ごめん。抜けていました。 

大関公民館長  公民館事業の計画があります。こちら、事前にお配りしておりますの

で、何かご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

山 田 委 員   計画の中の、ひがし子ども囲碁教室というのがあるんですけれども、

カテゴリーが成人学校になっているんですけれども、これは前からそう

みたいですけれども、子供のカテゴリーがないから成人にしたのかとい

うことか、どうでしょうね。 

 どこかに入れないといけないから、とりあえずないから入れたんじゃ 

ないですか。 

大関公民館長  今のご質問なんですけれども、おっしゃるとおり、入れるところがな

いというのが実態で、ただ、一応、事業の中に子ども体験講座というと

ころがあるんですね。で、そこに今後は入れてもいいのかなと、ちょっ

と検討させてもらいますけれども、とりあえず今のところ入れる場所が

ないということで、ここに入れております。実際、子供がメーンなんで

すけれども、うろの会という団体の方々にご協力いただいて、大人も一

緒になって実際やっているのが実態でございます。 

藤井委員長  来月の会議にはここへ、貫井北センターのも入ってくると考えてもい

いわけですね。 

大関公民館長  そうですね。４月１０日に健康づくり講座というのも含まれておりま

すので、そういった報告、それから今後の計画を受けてお示しをする形

になると思います。 

藤井委員長  大体計画の中身というか、アウトラインは前年度の分の取り組みとい

うのが出てくるとは思うんですけれども、全く新しい、今までやったこ

とのないようなことを企画しようという、企画実行委員さんの方はどこ

かの分館で出会えないんですかね。逆に言えば、こういうようなものま

で公民館でやっちゃうのというふうな雰囲気の話が何か出てません。 

大関公民館長  今おっしゃったのは、これまで公民館かやってきた成人学校、成人大

学とか、男女共同とか、市民講座以外で、この枠に入らないようなもの

ということでしょうか。 

藤井委員長  そうそう、ある意味はね。それでも、今の名前を、結構拡大解釈して、

こういうようなものもここに入れたらどうかというようなアイデアとい
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いますか、というのは。 

大関公民館長  ただ、内容は多分それぞれ、同じことをやっていますけれども、その

中でも若干変わってきていますが、それをおそらく市民講座とかそうい

う中に入れちゃっていると思うんですよね。ただ、そういった点では、

今後、貫井北は若者講座が始まりますので、そこら辺はちょっと新しい

のかなと思います。 

藤井委員 長  それと、前回の会議でもちょっと話題になったんだけれども、参加者

が若い講座が増えているよねという話がありましたよね。ああいうのも、

事業という、あるいは予算枠があるので、ある程度そういうものかと思

うんですけれども、やっぱり感じとしては、３分の２ぐらいはそういう

ものが出てきて、あと３分の１弱ぐらいは、子供と両親で来る講座とか、

ああいうものがどこかの事業枠の中で、徐々に増えていけば、参加者の

年齢幅というか、年齢層も広がるのでという思いはあるんですけどね。 

佐々木副委員長  事業名の最初についているのは、これは予算のあれですよね。予算を

とるときの事業名ですよね。 

大関公民館長  そうですね。 

佐々木副委員長  これは必ず事業名の頭につけなきゃならない、例えばさっきの成人学

校、ひがし子ども囲碁教室というのは、成人学校というのと、ひがし子

どもというのはちょっと矛盾しちゃっていて、あれなんですけど、必ず

予算化するときに立てた事業名を募集するときにつけなきゃならないも

のなのかどうかですね。 

大関公民館長  必ずつけなきゃいけないということでもないと思うんですけど、わか

りやすくするためにこういった資料は、この中でやってますよというこ

とで、お示ししています。 

藤井委員長  一般募集のポスターにはつけてます。 つけてないでしょう。 

大関公民館長  つけたりつけなかったりしています。確かにおっしゃるとおり、ひが

し子ども囲碁教室がなぜ成人学校なのと思われるので、ちょっとこの辺

は検討させていただきます。 

藤井委員 長  だから、こういう会議の中ではこういう公式のものを使ってもどうと

いうことはないと思うんですけれども、やっぱり掲示板なんかで募集す

るときにはとっぱらってというのは、その場その場で言っているんじゃ

ないかと僕は思うんですよね。 

 ちなみに来年度予算は大体どのぐらいですか。もう決まっているんで

すよね。 

大関公民館長  ほぼ、昨年と、変わりません。貫井北センターの工事費の予算がなく

なって、今度ＮＰＯの委託料が、先ほどおっしゃったとおり、６,０００

万弱が増えてという感じですね。一般の事業に関しては、ほぼ同じです。 

藤井委員 長  そうすると、全予算はとんとんですか。ちょっとマイナスにはなって

るでしょう、削減するところは削減しなさいというあれがあるわけでし

ょう。 

大関公民館長  基本的に講座の講師の謝礼だとかは削られません。 

藤井委員長  そうですよね。 

大関公民館長  削減されるところは、例えば需用費とか、光熱水費なんかは昨年度よ

り５％減とか１０％減とかいうのは確かにありますけれども、講座に関

する予算的なものは基本的には削減されません。 

藤井委員長  じゃ、いわゆるハードのほうで、削減の苦労をされても、ソフトのほ
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うは一緒というふうな感じですね。 

大関公民館長  はい。 

藤井委員長  あと、何かございませんか。 

小 島 委 員  聞いてもいいですか。ちょっと質問なんですけど、公民館主催事業に 

ついてはこの場でよく話し合っているわけなんですけれども、市民がつ

くる自主講座というのがあるんですけれども、私のうっすらとした記憶

に、去年までは一覧表みたいなものが資料で出ていたように記憶してい

るんですけれども、これは今年からやらないのですか。 

和田事業係主任  公民館本館、和田です。自主講座の担当をしています。去年の６月に 

       一度男女共同参画枠と一般枠でお出ししていたと思います。事業報告で

すが、今週の土曜日に最後の市民がつくる自主講座が実施をしており、

その関係でちょっと報告をおくらせておりまして、申し訳ございません 

。男女共同参画部門のほうも、本年２月にやっと事業が終わりまして、 

来月のときにまとめて報告をさせてだきますので、よろしくお願いいた 

します。 

小 島 委 員  ありがとうございました。 

立 川 委 員  審議事項じゃなくてもいいですか。 

藤井委員 長  いいですよ。 

立 川 委 員  立川です。質問なんですけれども、月刊こうみんかんに関して、約２

年ほど前、どんなふうに市民に配られているかの質問をしたんですけれ

ども、渡辺元事業係長がお答えになっていたと思うんですが、全戸配布

というのを記憶しているんですけれども、今、私、府中におるのでわか

らなかったんですけれども、回覧板で回っているということで、市民が

一番公民館を後押してもらえる人だと思うんですが、回覧板、あまり見

る人はいないかなと思っていまして、２年ほど前は全戸配布をしていた

んでしょうか。してないですか。私の勘違いですかね。 

大関公民館長  以前から回覧という形で行っております。また、皆さんのご提案から、

おととしぐらいから正式にホームページに上げさせていただいておりま

す。ただ、そうはいってもパソコンを持ってない方も当然いらっしゃる

ということから、配布物としても多くして、それを少し皆様のところに

行き届くような形をとっております。 

立 川 委 員   きのうもある会合で、月刊こうみんかんを編集している編集委員の方

がおっしゃっていたんですけれども、市報の中に挟んでもらえないかみ

たいなことを言っていたんですが、それはちょっと、市の方が、予算が

かかりそうなのでなかなかそれは難しいですねというお答えだったんで

すけれども、やっぱりホームページを見るという方は相当思い入れがあ

るというか、公民館のことを知ってらっしゃる方は見てくれるでしょう

けれども、積極的に見てもらうためには、もう少し回覧板よりも強い形

で配れればいいなと思っております。 

大関公民館長  おっしゃるとおりで、気持ちとしては、それがほんとに一番ベストな

んだろうと思いますけれども、やはり市の財政状況等々考えると、なか

なか難しい面がございますので、研究課題とさせていただいて、今後ど

うできるのか、少しでもやっていきたいと思います。 

立 川 委 員  やっぱり講座とか企画とかいいものがいっぱいあるので、知らない市

民がほとんどだと思うんです。これは何とか知っていただく形を努力し

てつくっていくことが、先ほどの教育委員の改正があっても、やっぱり



 18  

 

選挙で一番強いのは市民ですから、市民が評価してくれれば、選挙のと

きに、あまりひどいことは公民館として言えないと思いますので、それ

が一番公民館を守る手段かなと常々思っていますので、何とか工夫をお

願いしたいと思います。 

大関公民館長  ありがとうございます。 

藤井委員 長  あ、どうぞ。 

山 田 委 員   月刊こうみんかんをホームページから見ると、写真もカラーですごく

きれいです。 

 それで、第３１期から申し送り事項の中の２に地域住民への情報発信

の充実ということで、月刊こうみんかんの充実とかいろいろあるんです

けれども、我々でも少し研究するところがあるのかなと思います。時間

があまりないので、申し送り事項がなかなかできないんですけれども、

申し送り事項があるということも頭に入れておいて。 

藤井委員長  今回のメンバーは、ほとんど前期と一緒なのでいいですけれども、来

期の方、前々から思っていたんですけれども、申し送り事項をある程度

つくっておかないと、新人の方が多くなるし、特に事務局が大変だと思

うので、これは山田さんがおっしゃったように、最終的に引き継ぎ書的

なやつをつくっていかないとと思っているし、要は僕らが年度末は、あ

る程度の文章的なものも考えておいたほうがいいとは思います。皆さん

もそう思っておいてください。 

山 田 委 員   申し送られた事項を、少し審議する時間もとらないといけないなと思

ったんです。 

藤井委員長  そうそう、入れてね。たたき台的なものをつくって、毎回の会議でた

たき台１個でもつぶしていって、審議ということを考えているんですけ

れども、どっちみちたたき台をつくるのは僕だから、また考えたいと思

います。 

山 田 委 員   ちょっとここで言うとあれなんだけど。 

藤井委員長  どうぞ、言いましょうよ。 

山 田 委 員   ５番目の、私が公運審の委員になったときからちょっと言っているん

ですけれども、公民館って何だというのが最初わからなかったので、公

民館の基礎的情報と書いてあるんですけれども、この前の企画実行委員

と公運審と職員の三者の研修会で挙げられたような、マニュアルみたい

なものを考えているんですけれども、ちょっとこれをたたき台をもとに

出していこうかなと。 

藤井委員 長  そうですね。一緒にしましょうか。小委員会    。 

山 田 委 員  それで、一応、ちょっとこれ、議事録には言葉が悪いんですけれども、

あそこの福生のパクリじゃないんですけど、一応それはファイルに落と

したので、中身を小金井に変えてやっていこうと。前期のときもちょっ

と言いかけたんですけれども、前期は諮問があって、それに対する答申

の検討があるので時間が取れないのではという助言をいただいて、ちょ

っと宙ぶらりんになってしまいました。だから、少しずつ出していきた

いなとは思います。 

藤井委員長  公運審の会議のない月にそういう作業を、丸々１カ月以上あるので、

やって、そういうふうなスケジュールで。 

山 田 委 員   大体案はもうつくっているので。 

藤井委員長  あ、そうですか。 
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山 田 委 員   ただ、前期に時間がなかった。 

藤井委員長  そうですね。来期される方が、仕事がしやすいようにしておくのが僕

らの仕事かもしれませんしね。 

山 田 委 員   だから、今、５番のことを言っているんですけれども、そのほかのこ

とも。 

藤井委員長  ありますね、わかりました。 

 はい、どうぞ。 

宮 澤 委 員   宮澤です。前後して申しわけないんですけれども、先ほど立川委員か

ら、全配布ということは不可能というのはもう答えが出ましたけれども、

月刊こうみんかん、今、回覧ですけれども、あと、公民館には何部か置

いてあります。ですから、これを市民掲示板というのがありますよね。

そこに張られたらどうかなと思って、ちょっと前後してしまったんです

けれども。公民館まつりとかそういう行事のときに近場の市民掲示板を

利用して張っておりますので、ぜひ市民掲示板を利用して、下々まで行

かないにもかかわらず、ちょっとは目に触れるんじゃないかなと思って、

活用したらいかがと思って、今、公民館の方に、近場のところに張って

いただいたらいかがでしょうか。 

山 田 委 員   時間がないんですけれども、今の件、お言葉なんですけれども、市民

掲示板が使い方のモラルがなってなくて、期限のないもののずっと張り

っぱなしが多くて張る場所がないんですよね。催し物だったら何月何日

に催し物をやるというのがわかるので、期限が過ぎていたら私ははがし

ちゃうんですけれども、何かを募集しますとか、学習塾なんかもありま

すけれども、営利目的みたいのもあるので、そこら辺が場所をとってい

て、期限がわからないのははがせないんですよね。ちょっとそれは、ど

この担当なのかはわからないんですけれども、そういう実情があるとい

うことをお伝えしておきます。 

藤井委員 長  それと、最近は期限が長いのがあるでしょう。半年ぐらいに開催予定

なのも全部出てますもんね。 

山 田 委 員  そういうのはまだいいほうで、何とか募集というのがすごく多くて、

募集で期限がないんですよね。 

立 川 委 員   ごみ対策課ですよね。 

大関公民館長  いや、広報秘書課の担当になると思います。 

立 川 委 員  １００部持っていくと向こうで張ってくれるんじゃない。 

山﨑庶務係長  それは広報掲示板です。 

立 川 委 員  あ、広報掲示板のほうがいいですよね。 

山 田 委 員  それは、小金井市の後援か何かを受けて、掲示期限のスタンプを押し

てもらわないと張ってもらえない。しかも３カ月前に申請して、許可を

得なきゃ。 

立 川 委 員  ３カ月前。これはちょっと間に合わないですね、３カ月じゃ。 

山 田 委 員  それと、市民掲示板は、私、よく張るんですけれども、ほんとに今話 

題に出ていたように、スペースを探すのが大変な状況で難しいんじゃな

いかなと思います。 

藤井委員長  管理人さんがしっかりしているマンションなんかではマンションの

掲示板ですね。 

 じゃ、これぐらいで、あとございませんか。 

 今年度最後の公運審の会議です。 
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山 田 委 員   ちょっと質問なんですけれども、事業評価の今年度分。企画実行委員

がやるということになっていますよね。それはもう始まってるのですか。 

大関公民館長  今年度はもちろんやっていただいていますし、その結果はまた今後、 

こういった場でお示しできるのかなと思います。 

藤井委員長  そういうことで、また来年度からひとつよろしくお願いいたします。

来月は４月２４日です。お願いします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


